
議案第８０号  

 

蕨市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

蕨市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年蕨市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

第２条各号を次のように改める。 

(1) 地方税関係情報 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税に関

する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項

に関する情報をいう。 

(2) 医療保険各法 健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４

年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務

員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第

１９２号）又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）をいう。 

(3) 医療保険給付関係情報 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に

関する情報をいう。 

(4) 児童手当関係情報 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当又

は特例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付をいう。）の支給に関する情報

をいう。 

(5) 介護保険給付等関係情報 介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保険

給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報をいう。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 前項各号に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法において使用す

る用語の例による。 

第４条第１項中「法別表第２事務の欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」



に改め、同条第２項中「法別表第２事務の欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事

務」に、「同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改

め、同項ただし書中「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

別表第１中５の項を６の項とし、４の項を５の項とし、３の項の次に次のように加

える。 

 ４ 市長 こども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条関係） 

 機関 事務 特定個人情報 

 

１ 市長 

在宅重度障害者手当の支給に

関する事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則で定

めるもの 

 

２ 市長 

重度心身障害者医療費の助成

に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報及び医療保険給付

関係情報であって規則で定めるも

の 

 

３ 市長 

生活保護法に準じて実施する

生活に困窮する外国人に対す

る生活保護の措置に関する事

務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報、母子保健法（昭和

４０年法律第１４１号）による養

育医療の給付若しくは養育医療に

要する費用の支給に関する情報、

児童手当関係情報、介護保険給付

等関係情報及び障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１

２３号）による自立支援給付の支

給に関する情報であって規則で定

めるもの 

 
４ 市長 

こども医療費の支給に関する

事務であって規則で定めるも 

医療保険各法による医療保険の資

格に関する情報であって規則で定 
    



附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行する。  

 

  令和５年１１月２８日提出 

 

 

          蕨 市 長  賴 髙 英 雄  

 

       

 

  の めるもの 

 

５ 市長 

ひとり親家庭等の医療費の支

給に関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報並びに医療保険各

法及び高齢者の医療の確保に関

する法律による医療保険の資格

に関する情報であって規則で定め

るもの 

 


